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猿入院した時の食事代（1食あたり）
一般病床へ入院した時は、次の標準負担額
を自己負担します。

260円一般（現役並み所得）

210円
90日までの入院
（過去12か月の入院日数）

区分Ⅱ
160円

90日を超える入院
（過去12か月の入院日数）

100円区分Ⅰ

猿療養病床に入院した時
療養病床に入院した時は、次の食費と居住費を自己
負担します。

1日あたりの居住費1食あたりの食費

320円
460円
（＊3）

一般
（下記以外の方）

320円210円区分Ⅱ

320円130円区分Ⅰ

   0円100円
　老齢福祉年金
　　　　受給者

※入院療養の必要性が高い方（人工呼吸器などが必要
　な方や難病の方など）は、一般病床の入院時の食事
　代のみです。
（＊3）…保険医療機関の基準などで420円の場合あり

猿1か月の医療費の自己負担限度額
まず外来（個人ごと）の限度額を適用し、
その後、外来＋入院（世帯単位）の限度額
が適用されます。

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人ごと）

80,100円＋
（10割分の医療費
－267,000円）
×1％（＊4）

44,400円
現役並み所得
（3割）

44,400円12,000円一般（1割）

24,600円  8,000円区分Ⅱ

15,000円  8,000円区分Ⅰ

（＊4）…過去12か月間に4回以上高額療養費
の支給があった場合、4回目以降は44,400
円（多数該当）
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